
別紙 1

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の改正等に伴う定款変更例

定款の変更する内容により、認証事項と届出事項に分かれます。なお、認証事項と届出事項を併せて  

変更する場合は、原則、届出と認証は別々に提出する必要がありますが、まとめて認証申請することも

可能です。

区分 対象となる事項 効力発生日 縦覧期間

定款変更認証申請 名称、事業、役員、会議など 認証日 1 ケ月

定款変更届出 職員、資産、会計、公告など 総会で議決した日 不要

次の頁に掲げる定款の変更例は、認証事項と届出事項に区分されます。

① 定款の変更に係る変更 ⇒変更が必要なもの   認証事項

第５０条

② 代表権に係る変更 ⇒変更が望ましいもの     認証事項

第１５条、第２４条、第３３条

③ 収支から活動への変更 ⇒活動計算書に変更する場合は変更が必要 届出＋認証事項

第２３条、第３９条、第４４条、第４５条、第４７条

④ みなし総会に係る変更 ⇒必要に応じて変更    認証事項

第２８条、第３０条

※みなし総会（みなし総会決議）とは、実際に総会を開催せずに決議を取る総会のこと。

⑤ 予備費に係る変更 ⇒変更が望ましいもの     届出事項

第２９条、旧第４６条（削除）、削除のため条番号の変更

⑥ 公告の方法

     第５５条 ⇒必要に応じて変更         届出事項

⑦ その他

     第３７条 ⇒ 変更が必要なもの        認証事項

     第16 条   

第30 条、第38 条  ⇒ 必要に応じて変更  認証事項

     第５１条、第５２条 ⇒必要に応じて変更    届出事項

※ 条文の番号は一般的な定款例によるものです。貴団体の定款の番号とは必ずしも一致しませんのでご注意く

ださい。

定款変更について

定款変更の認証と届出の区分等



※ 条文の番号は一般的な定款例によるものです。貴団体の定款の番号とは必ずしも一致しませんのでご注意ください

新（変更後） 旧（現行）

（職務）

第15 条  （略）

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この

法人を代表しない。

３  （略）

４  （略）

５  （略）

（職務）

第15 条  （略）

２ （略）

３  （略）

４ （略）

（任期等）

第16 条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任され

ていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結

するまでその任期を伸長する。

３ （略）

４ （略）

（任期等）

第16 条 （略）

２ （略）

３ （略）

（権能）

第23 条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  （略）

(2)  （略）

(3)  （略）

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)  （略）

(7) （略）

  (8)借入金（その事業年度内の収益をもって償還する

短期借入金を除く。第 4７条において同じ。）そ

の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)  （略）

(10) （略）

（権能）

第23 条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  （略）

(2)  （略）

(3)  （略）

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)  （略）

(7) （略）

  (8)借入金（その事業年度内の収入をもって償還す

る短期借入金を除く。第４８条において同じ。）

その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)   （略）

(10)  （略）

（開催）

第24 条  （略）

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催

する。

(1) （略）

(2) （略）

(3) 第15 条第５項第４号の規定により、監事から

招集があったとき。

（開催）

第24 条 （略）

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催

する。

(1) （略）

(2) （略）

(3) 第 15 条第４項第４号の規定により、監事か

ら招集があったとき。

（議決）

第28 条 （略）

２ （略）

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について

提案した場合において、正会員の全員が書面により同

意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

総会の決議があったものとみなす。

（議決）

第28 条 （略）

２ （略）

※ 役員の選任を総会で定めると

規定している場合のみ、第2 項の規

定を置くことができる。

★（選任等）

「理事及び監事は、総会において

選任する。」



（表決権等）

第29 条 （略）

２ （略）

３  前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、

第 28 条第２項、第 30 条第１項第２号及び第４８

条の適用については、総会に出席したものとみなす。

４ （略）

（表決権等）

第29 条 （略）

２ （略）

３  前項の規定により表決した正会員は、第27 条、

第28 条第２項、第30 条第１項第２号及び第４９

条の適用については、総会に出席したものとみな

す。

４ （略）

（議事録）

第30 条  （略）

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人 2 人以上が署名又は記名、押印しなけ

ればならない。

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面によ

り同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があ

ったとみなされた場合においては、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内

容

（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（3）総会の決議があったものとみなされた日

（4）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

（議事録）

第30 条 （略）

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければなら

ない。

（開催）

第 33 条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

(1) （略）

(2) （略）

(3) 第15 条第５項第５号の規定により、監事から招

集の請求があったとき。

（開催）

第33 条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

(1) （略）

(2) （略）

(3) 第 15 条第４項第５号の規定により、監事から

招集の請求があったとき。

（表決権等）

第37 条 （略）

２ （略）

３  前項の規定により表決した理事は、第 36 条第２

項及び第 38 条第１項第２号の適用については、理

事会に出席したものとみなす。

４ （略）

（表決権等）

第37 条 （略）

２ （略）

３  前項の規定により表決した理事は、第38 条第１

項第２号の適用については、理事会に出席したもの

とみなす。

４ （略）

（議事録）

第38 条 （略）

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人 2 人以上が署名又は記名、押印しなけ

ればならない。

（議事録）

第38 条 （略）

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければなら

ない。

「署名又は記名」と規定して

おくと、議事録を作成する際、署名・

記名、どちらでも対応できる。

「署名又は記名」と規定して

おくと、議事録を作成する際、署名・

記名、どちらでも対応できます。



（資産の構成）

第 39 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるもの

をもって構成する。

(1) （略）

(2)   （略）

(3)   （略）

(4)  財産から生じる収益

(5)  事業に伴う収益

(6)  その他の収益

（資産の構成）

第39 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるもの

をもって構成する。

(1) （略）

(2)   （略）

(3)   （略）   

(4)  財産から生じる収入

(5)  事業に伴う収入

(6)  その他の収入

（事業計画及び予算）

第 4４条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予

算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければな

らない。

（事業計画及び予算）

第 4４条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支

予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければ

ならない。

（暫定予算）

第 4５条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理

由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予

算に準じ収益費用を講じることができる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費

用とみなす。

（暫定予算）

第4５条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理

由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予

算に準じ収入支出することができる。

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支

出とみなす。

（削除）

（⇒以下、条文番号が１つずつ繰り上げ）

（予備費の設定及び使用）

第4６条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、

予算中に予備費を設けることができる。

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なけ

ればならない。

（予算の追加及び更正）

第4６条 （略）

（予算の追加及び更正）

第4７条 （略）

（事業報告及び決算）

第 4７条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借

対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の

監査を受け、総会の議決を経なければならない。

２ （略）

（事業報告及び決算）

第4８条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借

対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の

監査を受け、総会の議決を経なければならない。

２ （略）

（事業年度）

第4８条 （略）

（事業年度）

第4９条 （略）

（臨機の措置）

第4９条 （略）

（臨機の措置）

第５０条 （略）



（定款の変更）

第５０条 この法人が定款を変更しようとするとき

は、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する

以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ

ればならない。

（1） 目的

（2） 名称

（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

非営利活動に係る事業の種類

（4） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所

轄庁の変更を伴うものに限る）

（5） 社員の資格の得喪に関する事項

（6） 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を

除く）

（7） 会議に関する事項

（8） その他の事業を行う場合における、その種類そ

の他当該その他の事業に関する事項

（9） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項

に限る）

（10）定款の変更に関する事項

（定款の変更）

第５１条 この法人が定款を変更しようとするとき

は、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数に

よる議決を経、かつ、軽微な事項として法第２５条

第３項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認

証を得なければならない。

（１） 主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所

轄庁の変更を伴わないもの）

（２） 資産に関する事項

（３） 公告の方法

（解散）

第５１条 （略）

（1）～（４）（略）

（5）破産手続開始の決定

（6）（略）

２ （略）

３ （略）

（解散）

第５２条 （略）

（1）～（４）（略）

（5）破産

（6）（略）

２ （略）

３ （略）

（残余財産の帰属）

第５２条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の

決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、

法第１１条第３項の規定に掲げるもののうち、社会

福祉法人に譲渡するものとする。

（残余財産の帰属）

第５３条 この法人が解散(合併又は破産による解散

を除く。)したときに残存する財産は、法第１１条第

３項の規定に掲げるもののうち、社会福祉法人に譲

渡するものとする。

（合併）

第５３条 （略）

（合併）

第５４条 （略）

（公告の方法）

第５４条 （略）

1 この法人の公告は、法人の主たる事務所の掲示場に

掲示すると共に、官報に掲載して行う。

２ 前項の規定にかかわらず、貸借対照表の公告につ

いては、法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行

う。

（公告の方法）

第５５条 （略）

この法人の公告は、法人の掲示場に掲示すると共

に、官報に掲載して行う。

現在定められている方法とは別の方法

で貸借対照表の公告を行う場合



（細則）

第５５条 （略）

（細則）

第５６条 （略）

附則

この定款は、  年 月 日から施行する。

《平成28年度法改正に係る貸借対照表の公告に係る留意事項》

●貸借対照表の公告は平成29年４月1日を事業期間に含むものが対象となります。

ただし、公告に係る施行日は平成30年１０月１日です。

●貸借対照表の公告方法は、次の①～④のいずれかの方法で行わなければなりません。

NPO 法人は貸借対照表に限らず公告の方法を定款に定める必要があります（法第11 条第１項第14 号）。公告の

方法は、複数定めても構いませんが、その場合は定めた方法の中から選択するのではなく、すべての方法で公告しなけ

ればなりません。

①官報に掲載する方法

②日刊新聞紙に掲載する方法

③電子公告（インターネット等による公告。内閣府NPO 法人ポータルサイトを利用する方法を含む。）

④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

●複数の公告方法を定めているNPO 法人で、貸借対照表の公告方法を１つに限定したい場合や、通常の公告方法とは

別の方法で貸借対照表の公告を行いたい場合は、次のように規定する方法もあります。（※定款変更の変更届出事項に

なります。）

（例１） 1．この法人の公告は、法人の主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

２．前項の規定にかかわらず、貸借対照表の公告については、法人の主たる事務所の 掲示場に掲示して行

う。

（例２） １．この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

２．前項の規定にかかわらず、貸借対照表の公告については、○○県において発行される○○新聞に掲載し

て行う。

●日刊新聞紙による公告の場合は、貸借対照表の「要旨」を公告することで構いません。

「要旨」とは、掲載金額を千円単位にしたり、全ての科目を掲載するのではなく、法人の活動内容、規模、財務状況等

を考慮した上で各項目を適切に区分してその合計額を掲載する方法です。

●「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所」とは、利害関係者のみでなく広く市民が法人の主たる事務所において、

容易に貸借対照表にアクセスできる状態を言います。

法人の掲示板や入り口付近に掲示するなど、マンションや民家の構造、アクセスの容易性などを踏まえて判断して下

さい。

●インターネット等の電子公告の場合、公告の中断期間が発生しないよう注意して下さい。

また、内閣府等のポータルサイトに掲載する方法も可能です。

●公告の期間は、官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、１度掲載することで公告となりますが、電子公告を選択する場

合は5 年間、法人の主たる事務所の掲示場に掲示する場合は１年間、継続して公告する必要があります。

●法人の解散に係る公告は、定款に規定していなくてもＮＰＯ法の規定により、必ず官報により行う必要があり

ます。


